
子育て・教育 

●小学生のランドセルについて 

Ｑ． 

 小学生のランドセルについて提案があります。近年のランドセルは軽量といいつつも私

が小学生の時に使っていたものより重く大きく感じます。中身を入れて体操着や絵本袋な

どを持たせると総重量 5 キロ以上あります。タブレットなんか入れたら大変なことになり

ます。それを往復あの小さい体で毎日かついで登校するのは子供の背骨、発達に影響が確

実にあるはずです。値段も昔の 3 倍ほどの高級なものばかり。ちょっと現実的ではありま

せん。まだまだまわりはランドセルを使うのが当たり前のような雰囲気で軽量ランドセル

を使うのはいじめの対象になりかねません。富山の立山市や山形市などと同じように市全

体をあげてランドセルより軽いモンベルのランドセルのようなリュックを使う風潮を取り

入れてほしいです。 

 

（令和 5年 1月受付） 

 

 

 

Ａ． 

 現在のランドセルは以前よりは軽量化が進んでいるものの、教科書はＢ５サイズから

Ａ４サイズに大型化し、昨年からは学校で使用するタブレット端末を家庭に持ち帰るこ

ともあり、特に小学校低学年の児童にとっては、登下校の際のランドセルの重量は大き

な負担であることは、私も心配しているところであります。  

 ご紹介いただいた、富山県立山町や山形県村山市の事例について調べてみたところ、

モンベルの「わんパック」という商品で、その重量は９３０グラムと、比較的軽いとさ

れている一般的な人工皮革のランドセルよりも、およそ３００から５００グラムほど軽

いと認識しました。この「わんパック」を使えば、確かに児童の負担軽減につながるも

のと考えます。 

 市教育委員会では、小学校で使用する通学用かばんについては、特にランドセルタイ

プを推奨しているということはなく、リュック等でも可としており、御家庭で自由に選

んでいただいております。 

 市全体をあげての風潮づくりにつきましては、学校教育の指針にも掲げております

「人権教育、同和教育」の一環として、ランドセルの形等でいじめなどが生じないよう、

学校をあげて取り組むよう指導してまいります。また、児童生徒の負担軽減のために、

校長会等を通じて、家庭に持ち帰る教科書等を更に精選させるなど、指導を徹底いたし

ます。 

 

（令和 5年 2月 15日回答） 

 

 

※上記の回答内容はすべて回答日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。 



子育て・教育 

●中学校におけるデジタル端末の生徒一律配付に関する問

題点 

Ｑ． 

 政府によるプログラミング教育推進事業の一環として、2021 年度からデジタル端末が小

中学生一人ひとりに一台支給（配付）されていると聞いています。学校での指導のみなら

ず、家庭でも自宅学習において有効活用できるようにと各生徒が 24時間 365日自由に一律

使用できることは好ましいことではありますが、その反面次のような弊害や課題も導入か

ら浮き彫りになっています。 

 多い事例として学習への利用ではなく、ネット動画視聴にはまってしまい、家庭学習も

おぼつかない生徒も少なくない。当初、学校から本端末の使用についての注意等があった

が、今は完全に野放し状態とのこと。高校現場でも新 1 年生の多くが、中学時代でのデジ

タル端末の使用に関し野放し状態だったとの指摘もあります。多くの中学生が学習への弊

害になっているのではと危惧します。各家庭の問題とするのは簡単なことですが、公的か

つ半強制的に端末を配付されている現状を考え、学校への指導を行う市教委としても、そ

の取扱いに関し一律の指針を出し、各学校に指示するなどの公平な対応が求められるかと

思います。現在はまさに多様な子どもが多くなっています。保護者の多忙性、両親とも夜

間勤務している家庭、文書による日本語が理解しがたい外国籍の親の家庭、そして発達障

害児への対応など、今までのような学校からのプリント配布だけではこの端末問題の解消

は難しいと感じます。 

 

（令和 5年 2月受付） 

 

 

 

 

 

 

Ａ． 

 当市では、小中学生の一人一台端末の貸与を開始し、２年が経とうとしております。

各学校では、一人一台のタブレット端末をはじめ、ＩＣＴを利活用した授業改革が行わ

れており、数年前にはなかった子どもたちの学びの姿が見られるようになりました。仲

間と力を合わせた課題解決や自分のペースや力に合わせたドリル学習などが、ＩＣＴに

よって容易にできるようになっております。文部科学省の唱えるＧＩＧＡスクール構想

の実現が徐々に鮮明になってきたと感じております。 

 しかし、タブレット端末の貸与時に児童生徒や保護者に示したルールやマナーが守ら

れていないという状況もあることは心配しているところです。また、スマートフォンや

私有のタブレット端末を保持している児童生徒も増加しており、各学校ではＩＣＴ機器

の使用について、ルールやマナーの指導に力を入れて取り組んでいると聞いております。 



子育て・教育 

 市教育委員会では、このような状況を踏まえ、デジタルツールを用いて責任ある行動

をとるための知識や能力を育てる「デジタルシティズンシップ教育」について、全小中

学校の教職員に研修を行ったとのことです。例えば、タブレット端末使用のルールを守

らせるのが「情報モラル教育」だとすると、自分なりのメディア・時間のバランスを考

え、健康的なＩＣＴの利活用ができるようにすることが「デジタルシティズンシップ教

育」とのことです。 

 これだけ普及しているデジタル環境においては、ルールを守らせたり、危険性を伝え

ることによって行動を抑制したりする教育だけではなく、ＩＣＴを積極的に利活用して

自分で行動することができるようにする教育が必要だと考えております。 

 各学校では、タブレット端末貸与時に、「新発田市ＧＩＧＡスクール運用ガイドライ

ン」と共に親子で約束やきまりを確認してもらっており、今後は、発達段階や家庭状況

に応じ、分かりやすい方法で周知を図るとともに、積極的にＩＣＴを利活用できる児童

生徒を家庭と協力して育てていくよう教育委員会に指示いたしました。 

 

（令和 5年 2月 15日回答） 

 

 

 

 

 

 

 

※上記の回答内容はすべて回答日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。 


